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(57)【要約】
【課題】無駄な省電力モードから通常モードへの切り替
えを抑制可能な情報処理装置、及び検出範囲変更方法を
提供すること。
【解決手段】画像処理装置１０は、予め定められた検出
範囲内に存在する人を検出可能であって、前記検出範囲
のサイズを予め定められたサイズ範囲内で変更可能な人
検出部１７Ａと、自装置の動作モードが通常モードより
も消費電力が低い省電力モードである場合において人検
出部１７Ａにより前記人が検出された場合に、前記動作
モードを前記通常モードに切り替える第１切替処理部１
１１と、人検出部１７Ａによる予め定められた特定期間
における前記人の検出回数が予め定められた閾値を超え
る場合に、前記検出範囲のサイズを縮小可能な第１変更
処理部１１４と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められた検出範囲内に存在する人を検出可能であって、前記検出範囲のサイズを
予め定められたサイズ範囲内で変更可能な人検出部と、
　自装置の動作モードが通常モードよりも消費電力が低い省電力モードである場合におい
て前記人検出部により前記人が検出された場合に、前記動作モードを前記通常モードに切
り替える切替処理部と、
　前記人検出部による予め定められた特定期間における前記人の検出回数が予め定められ
た閾値を超える場合に、前記検出範囲のサイズを縮小可能な変更処理部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記変更処理部は、前記人検出部による前記特定期間における前記人の検出回数が前記
閾値以下である場合に、前記検出範囲のサイズを拡張可能である、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記特定期間の間、前記検出範囲のサイズを前記サイズ範囲における最大サイズに設定
する設定処理部を備える、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記通常モードでは、前記人検出部への給電が停止される、
　請求項１～３のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記人検出部による前記人の検出により前記動作モードが前記通常モードに切り替えら
れる場合に、当該動作モードの切り替え時から予め定められた判定時間が経過するまでの
間における自装置への操作の有無に基づいて当該人が自装置のユーザーであるか否かを判
定する判定処理部を備え、
　前記変更処理部は、前記人検出部による前記特定期間における前記人の検出回数が前記
閾値を超える場合において、当該検出回数における自装置のユーザーの検出回数の占める
割合が予め定められた第１基準値未満である場合は前記検出範囲のサイズを縮小し、前記
第１基準値以上である場合は前記検出範囲のサイズを変更しない、
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記人検出部は、前記人及び自装置から当該人までの距離を検出可能であって、
　前記変更処理部は、前記人検出部による前記特定期間における前記人の検出回数が前記
閾値を超える場合において、当該検出回数における自装置からの離間距離が予め定められ
た特定距離を超える前記人の検出回数の占める割合が予め定められた第２基準値以上であ
る場合は前記検出範囲のサイズを縮小し、前記第２基準値未満である場合は前記検出範囲
のサイズを変更しない、
　請求項１～４のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記変更処理部は、前記検出範囲のサイズを前記人検出部による前記特定期間における
前記人の検出回数と前記閾値との差に応じて変更可能である、
　請求項１～６のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項８】
　予め定められた検出範囲内に存在する人を検出可能であって、前記検出範囲のサイズを
予め定められたサイズ範囲内で変更可能な人検出部を備える情報処理装置で実行される検
出範囲変更方法であって、
　自装置の動作モードが通常モードよりも消費電力が低い省電力モードである場合におい
て前記人検出部により前記人が検出された場合に、前記動作モードを前記通常モードに切
り替えることと、
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　前記人検出部による予め定められた特定期間における前記人の検出回数が予め定められ
た閾値を超える場合に、前記検出範囲のサイズを縮小可能なことと、
　を含む検出範囲変更方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、及び情報処理装置で実行される検出範囲変更方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複合機のような情報処理装置では、動作モードが通常モードと前記通常モードよりも消
費電力が低い省電力モードとの間で切り替えられることがある。この種の情報処理装置で
は、当該装置の近傍に設定された検出範囲内で人の存在が検出された場合に、当該装置へ
向けて移動しているユーザーが存在すると判断されて、前記動作モードが前記省電力モー
ドから前記通常モードに切り替えられることがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－４３４１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記情報処理装置の近傍における人の移動が多い場合には、当該装置におい
てユーザーの誤検出、即ち当該装置の使用を目的とせずに移動している人を誤ってユーザ
ーであると判断することが多くなる。前記情報処理装置においてユーザーの誤検出が発生
すると、無駄な前記省電力モードから前記通常モードへの切り替えが行われ、その分当該
装置における消費電力が増加する。
【０００５】
　本発明の目的は、無駄な省電力モードから通常モードへの切り替えを抑制可能な情報処
理装置、及び検出範囲変更方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一の局面に係る情報処理装置は、人検出部と、切替処理部と、変更処理部とを
備える。前記人検出部は、予め定められた検出範囲内に存在する人を検出可能であって、
前記検出範囲のサイズを予め定められたサイズ範囲内で変更可能である。前記切替処理部
は、自装置の動作モードが通常モードよりも消費電力が低い省電力モードである場合にお
いて前記人検出部により前記人が検出された場合に、前記動作モードを前記通常モードに
切り替える。前記変更処理部は、前記人検出部による予め定められた特定期間における前
記人の検出回数が予め定められた閾値を超える場合に、前記検出範囲のサイズを縮小可能
である。
【０００７】
　本発明の他の局面に係る検出範囲変更方法は、予め定められた検出範囲内に存在する人
を検出可能であって、前記検出範囲のサイズを予め定められたサイズ範囲内で変更可能な
人検出部を備える情報処理装置で実行され、自装置の動作モードが通常モードよりも消費
電力が低い省電力モードである場合において前記人検出部により前記人が検出された場合
に、前記動作モードを前記通常モードに切り替えることと、前記人検出部による予め定め
られた特定期間における前記人の検出回数が予め定められた閾値を超える場合に、前記検
出範囲のサイズを縮小可能なことと、を含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、無駄な省電力モードから通常モードへの切り替えを抑制可能な情報処
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理装置、及び検出範囲変更方法が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る画像処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態に係る画像処理装置で実行される第１動作モード
制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図３】図３は、本発明の第１実施形態に係る画像処理装置で実行される第１検出範囲変
更処理の一例を示すフローチャートである。
【図４】図４は、本発明の第１実施形態に係る画像処理装置で実行される第１カウント処
理の一例を示すフローチャートである。
【図５】図５は、本発明の第２実施形態に係る画像処理装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図６】図６は、本発明の第２実施形態に係る画像処理装置で実行される第２動作モード
制御処理の一例を示すフローチャートである。
【図７】図７は、本発明の第２実施形態に係る画像処理装置で実行される第２検出範囲変
更処理の一例を示すフローチャートである。
【図８】図８は、本発明の第２実施形態に係る画像処理装置で実行される第２カウント処
理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の実
施形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではな
い。
【００１１】
［第１実施形態］
　まず、図１を参照しつつ、本発明の第１実施形態に係る画像処理装置１０Ａの構成につ
いて説明する。
【００１２】
　画像処理装置１０Ａは、原稿から画像データを読み取るスキャン機能、及び画像データ
に基づいて画像を形成するプリント機能とともに、ファクシミリ機能、及びコピー機能な
どの複数の機能を有する複合機である。ここに、画像処理装置１０Ａが、本発明における
情報処理装置の一例である。なお、本発明は、スキャナー、プリンター、ファクシミリ装
置、及びコピー機などの画像処理装置、並びにパーソナルコンピューター、及びＡＴＭな
どの情報処理装置に適用されてもよい。
【００１３】
　図１に示されるように、画像処理装置１０Ａは、制御部１１、ＡＤＦ（自動原稿搬送装
置）１２、画像読取部１３、画像形成部１４、給紙部１５、操作表示部１６、人検出部１
７Ａ、及び記憶部１８を備える。
【００１４】
　制御部１１は、ＣＰＵ１１Ａ、ＲＯＭ１１Ｂ、及びＲＡＭ１１Ｃなどの制御機器を備え
る。ＣＰＵ１１Ａは、各種の演算処理を実行するプロセッサーである。ＲＯＭ１１Ｂは、
ＣＰＵ１１Ａに各種の処理を実行させるための制御プログラムなどの情報が予め記憶され
る不揮発性の記憶装置である。ＲＡＭ１１Ｃは、ＣＰＵ１１Ａが実行する各種の処理の一
時記憶メモリー（作業領域）として使用される揮発性の記憶装置である。制御部１１では
、ＣＰＵ１１ＡによりＲＯＭ１１Ｂに予め記憶された各種の制御プログラムが実行される
。これにより、画像処理装置１０Ａが制御部１１により統括的に制御される。なお、制御
部１１は、集積回路（ＡＳＩＣ）などの電子回路で構成されたものであってもよく、画像
処理装置１０Ａを統括的に制御するメイン制御部とは別に設けられた制御部であってもよ
い。
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【００１５】
　ＡＤＦ１２は、原稿セット部、複数の搬送ローラー、原稿押さえ、及び排紙部を備え、
画像読取部１３によって読み取られる原稿を搬送する。
【００１６】
　画像読取部１３は、原稿台、光源、複数のミラー、光学レンズ、及びＣＣＤを備え、原
稿から画像データを読み取ることが可能である。
【００１７】
　画像形成部１４は、画像読取部１３で読み取られた画像データに基づいて、電子写真方
式でシートにカラー又はモノクロの画像を形成することが可能である。また、画像形成部
１４は、パーソナルコンピューターなどの外部の装置から入力された画像データに基づい
て、シートに画像を形成することも可能である。具体的に、画像形成部１４は、複数の画
像形成ユニット、光走査装置（ＬＳＵ）、中間転写ベルト、二次転写ローラー、定着装置
、及び排紙トレイを備える。なお、画像形成部１４は、インクジェット方式などの他の画
像形成方式により画像を形成するものであってもよい。
【００１８】
　給紙部１５は、給紙カセット、及び複数の搬送ローラーを備え、画像形成部１４にシー
トを供給する。画像形成部１４は、給紙部１５から供給されるシートに、画像データに基
づく画像を形成する。
【００１９】
　操作表示部１６は、制御部１１からの制御指示に応じて各種の情報を表示する液晶ディ
スプレーなどの表示部、及びユーザーの操作に応じて制御部１１に各種の情報を入力する
操作キー又はタッチパネルなどの操作部を有する。
【００２０】
　人検出部１７Ａは、画像処理装置１０Ａの近傍に存在する人を検出することが可能であ
る。具体的に、人検出部１７Ａは、焦電型赤外線センサを有する人感センサである。例え
ば、前記焦電型赤外線センサは、赤外線の受光感度を２段階で切り替えることが可能であ
る。
【００２１】
　例えば、人検出部１７Ａは、画像処理装置１０Ａの筐体上部において、前記焦電型赤外
線センサの受光部が画像処理装置１０Ａの前方側の空間を向く姿勢で設けられる。人検出
部１７Ａは、前記焦電型赤外線センサにおける赤外線の受光感度に応じた距離の範囲内で
、画像処理装置１０Ａの前方側に存在する人を検出することが可能である。ここで、前記
受光部の向き及び前記焦電型赤外線センサの受光感度によって規定される当該焦電型赤外
線センサが熱源を検出することが可能な範囲が、本発明における予め定められた検出範囲
の一例である。また、赤外線の受光感度が最も高い状態における前記焦電型赤外線センサ
による熱源の検出可能範囲のサイズを上限とし、赤外線の受光感度が最も低い状態におけ
る当該焦電型赤外線センサによる熱源の検出可能範囲のサイズを下限とする範囲が、本発
明における予め定められたサイズ範囲の一例である。
【００２２】
　なお、前記焦電型赤外線センサにおける赤外線の受光感度の切り替え段数は３以上であ
ってもよい。また、人検出部１７Ａは、画像処理装置１０Ａにおいて前記筐体上部とは異
なる位置に設けられてもよい。また、人検出部１７Ａは、画像処理装置１０Ａが設置され
た空間の天井などに設けられていてもよい。この場合、人検出部１７Ａは、有線又は無線
によって制御部１１と通信可能に接続されていればよい。また、人検出部１７Ａは、前記
受光部が画像処理装置１０Ａの左方側、右方側、又は後方側の空間を向く姿勢で設けられ
てもよい。
【００２３】
　記憶部１８は、不揮発性の記憶装置である。例えば、記憶部１８は、フラッシュメモリ
ー、及びＥＥＰＲＯＭ（登録商標）などの不揮発性メモリ、ＳＳＤ（ソリッドステートド
ライブ）、並びにＨＤＤ（ハードディスクドライブ）などの記憶装置である。
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【００２４】
　画像処理装置１０Ａのような情報処理装置では、動作モードが通常モードと前記通常モ
ードよりも消費電力が低い省電力モードとの間で切り替えられることがある。例えば、こ
の種の情報処理装置では、当該装置の近傍に設定された検出範囲内で人の存在が検出され
た場合に、当該装置へ向けて移動しているユーザーが存在すると判断されて、前記動作モ
ードが前記省電力モードから前記通常モードに切り替えられることがある。
【００２５】
　ところで、情報処理装置の近傍における人の移動が多い場合には、当該装置においてユ
ーザーの誤検出、即ち当該装置の使用を目的とせずに移動している人を誤ってユーザーで
あると判断することが多くなる。情報処理装置においてユーザーの誤検出が発生すると、
無駄な前記省電力モードから前記通常モードへの切り替えが行われ、その分当該装置にお
ける消費電力が増加する。
【００２６】
　これに対し、本発明の第１実施形態に係る画像処理装置１０Ａでは、以下に説明するよ
うに、無駄な前記省電力モードから前記通常モードへの切り替えを抑制することが可能で
ある。
【００２７】
　具体的に、画像処理装置１０ＡのＲＯＭ１１Ｂには、制御部１１のＣＰＵ１１Ａに後述
の第１動作モード制御処理（図２のフローチャート参照）、及び第１検出範囲変更処理（
図３のフローチャート参照）を実行させるための第１検出範囲変更プログラムが予め記憶
されている。なお、前記第１検出範囲変更プログラムは、ＣＤ、ＤＶＤ、フラッシュメモ
リーなどのコンピューター読み取り可能な記録媒体に記録されており、前記記録媒体から
読み取られて記憶部１８にインストールされてもよい。
【００２８】
　そして、制御部１１は、図１に示されるように、第１切替処理部１１１、カウント処理
部１１２、判定処理部１１３、及び第１変更処理部１１４を含む。具体的に、制御部１１
は、ＣＰＵ１１Ａを用いてＲＯＭ１１Ｂに記憶されている前記第１検出範囲変更プログラ
ムを実行する。これにより、制御部１１は、第１切替処理部１１１、カウント処理部１１
２、判定処理部１１３、及び第１変更処理部１１４として機能する。ここに、第１切替処
理部１１１、及び第１変更処理部１１４が、本発明における切替処理部、及び変更処理部
の一例である。
【００２９】
　第１切替処理部１１１は、画像処理装置１０Ａの動作モードを前記通常モードと前記省
電力モードとの間で切り替え可能である。
【００３０】
　具体的に、第１切替処理部１１１は、予め定められた第１切替条件を充足する場合に、
自装置の動作モードを前記通常モードから前記省電力モードに切り替える。
【００３１】
　例えば、前記第１切替条件は、画像処理装置１０Ａにおいて無操作状態が予め定められ
た待機時間を超えて継続すること、及び操作表示部１６において予め定められた操作が行
われることのいずれかの条件を満たすことである。
【００３２】
　また、第１切替処理部１１１は、予め定められた第２切替条件を充足する場合に、自装
置の動作モードを前記省電力モードから前記通常モードに切り替える。
【００３３】
　例えば、前記第２切替条件は、人検出部１７Ａにより人が検出されること、及び外部の
装置から印刷ジョブの実行指示を受信することのいずれかの条件を満たすことである。
【００３４】
　例えば、画像処理装置１０Ａでは、動作モードが前記通常モードである場合に、画像処
理装置１０Ａの構成要素のうち、人検出部１７Ａを除く構成要素に対して電力が供給され
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、人検出部１７Ａに対して電力の供給が停止される。また、画像処理装置１０Ａでは、動
作モードが前記省電力モードである場合に、画像処理装置１０Ａの構成要素のうち、制御
部１１、人検出部１７Ａ、及び記憶部１８に対して電力が供給され、その他の構成要素に
対して電力の供給が停止される。
【００３５】
　第１切替処理部１１１は、前記第１切替条件を充足したと判断した場合に、制御部１１
及び記憶部１８に対する給電を継続させ、人検出部１７Ａに対する給電を再開させ、その
他の構成に対する給電を停止させる。また、第１切替処理部１１１は、前記第２切替条件
を充足したと判断した場合に、制御部１１及び記憶部１８に対する給電を継続させ、人検
出部１７Ａに対する給電を停止させ、その他の構成に対する給電を再開させる。
【００３６】
　カウント処理部１１２は、予め定められた特定期間の間、人検出部１７Ａによる人の検
出回数をカウントする。
【００３７】
　例えば、前記特定期間は、予め定められたカウント条件の充足時から予め定められたカ
ウント時間が経過するまでの期間である。
【００３８】
　例えば、前記カウント条件は、画像処理装置１０Ａの電源が投入されること、及び前回
の前記カウント条件の充足時から予め定められた時間が経過することのいずれかの条件を
満たすことである。なお、前記カウント条件は、予め定められた時刻が到来することであ
ってもよい。また、前記カウント条件に含まれる時間又は時刻は、操作表示部１６におけ
る操作によって任意に設定されてよい。
【００３９】
　また、前記カウント時間は１時間である。なお、前記カウント時間は、操作表示部１６
における操作によって任意に設定されてよい。
【００４０】
　ここで、画像処理装置１０Ａでは、動作モードが前記省電力モードである間だけ、人検
出部１７Ａに対して電力が供給される。そして、人検出部１７Ａによって人が検出された
場合に、動作モードが前記通常モードに切り替えられて、人検出部１７Ａへの給電が停止
される。そのため、カウント処理部１１２によるカウント値は、前記特定期間における人
検出部１７Ａによる人の検出に起因する前記省電力モードから前記通常モードへの切り替
え回数と同じ値になる。
【００４１】
　判定処理部１１３は、前記特定期間において人検出部１７Ａによる人の検出により画像
処理装置１０Ａの動作モードが前記通常モードに切り替えられる場合に、当該動作モード
の切り替え時から予め定められた判定時間が経過するまでの間における画像処理装置１０
Ａへの操作の有無に基づいて、当該人が画像処理装置１０Ａのユーザーであるか否かを判
定する。
【００４２】
　例えば、前記判定時間は５分である。なお、前記判定時間は、操作表示部１６における
操作によって任意に設定されてよい。
【００４３】
　判定処理部１１３は、人検出部１７Ａによる人の検出により画像処理装置１０Ａの動作
モードが前記通常モードに切り替えられた場合において、当該動作モードの切り替え時か
ら前記判定時間が経過するまでの間に操作表示部１６が操作された場合は、当該人が画像
処理装置１０Ａのユーザーであると判定する。また、判定処理部１１３は、人検出部１７
Ａによる人の検出により画像処理装置１０Ａの動作モードが前記通常モードに切り替えら
れた場合において、当該動作モードの切り替え時から前記判定時間が経過するまでの間に
操作表示部１６が操作されない場合は、当該人が画像処理装置１０Ａのユーザーではない
と判定する。
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【００４４】
　判定処理部１１３は、人検出部１７Ａによって検出された人が画像処理装置１０Ａのユ
ーザーであるか否かを判定した場合に、その判定結果を記憶部１８に格納する。
【００４５】
　第１変更処理部１１４は、カウント処理部１１２によるカウント値が予め定められた閾
値を超える場合に、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを縮小させることが可能
である。
【００４６】
　具体的に、第１変更処理部１１４は、カウント処理部１１２によるカウント値が前記閾
値を超える場合において、当該カウント値における画像処理装置１０Ａのユーザーの検出
回数の占める割合が予め定められた第１基準値未満である場合は、人検出部１７Ａによる
人の検出範囲のサイズを縮小する。換言すると、第１変更処理部１１４は、前記特定期間
において人検出部１７Ａにより検出された人の数に対する、当該特定期間において判定処
理部１１３によりユーザーであると判定された回数の割合が前記第１基準値未満である場
合は、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを縮小する。
【００４７】
　一方、第１変更処理部１１４は、カウント処理部１１２によるカウント値における画像
処理装置１０Ａのユーザーの検出回数の占める割合が前記第１基準値以上である場合は、
人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを変更しない。
【００４８】
　例えば、前記第１基準値は７０パーセントである。なお、前記第１基準値は、カウント
処理部１１２によるカウント値に対する、当該カウント値から予め定められたユーザー誤
検出の許容回数を減算した結果の占める割合であってもよい。また、前記第１基準値は、
操作表示部１６における操作によって任意に設定されてよい。
【００４９】
　また、第１変更処理部１１４は、カウント処理部１１２によるカウント値が前記閾値以
下である場合に、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを拡張可能である。
【００５０】
　例えば、第１変更処理部１１４は、カウント処理部１１２によるカウント値が前記閾値
以下である場合に、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを拡張する。なお、第１
変更処理部１１４は、カウント処理部１１２によるカウント値が前記閾値以下である場合
において、当該カウント値における画像処理装置１０Ａのユーザーの検出回数の占める割
合が予め定められた値以上である場合に、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを
拡張してもよい。
【００５１】
　具体的に、第１変更処理部１１４は、人検出部１７Ａの前記焦電型赤外線センサにおけ
る赤外線の受光感度を切り替えることで、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを
拡大又は縮小する。
【００５２】
　なお、第１変更処理部１１４は、前記焦電型赤外線センサにおける赤外線の受光感度を
３以上の段数で切り替え可能である場合、当該受光感度をカウント処理部１１２によるカ
ウント値と前記閾値との差に応じた段数切り替えてもよいし、１段階づつ切り替えてもよ
い。
【００５３】
　なお、制御部１１は、判定処理部１１３を含んでいなくてもよい。この場合、第１変更
処理部１１４は、カウント処理部１１２によるカウント値が前記閾値を超える場合に、人
検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを縮小させてよい。
【００５４】
［第１動作モード制御処理］
　以下、図２を参照しつつ、画像処理装置１０Ａの制御部１１により実行される第１動作
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モード制御処理の手順の一例について説明する。ここで、ステップＳ１１、Ｓ１２・・・
は、制御部１１により実行される処理手順（ステップ）の番号を表している。なお、前記
第１動作モード制御処理は、制御部１１の第１切替処理部１１１により実行される。
【００５５】
＜ステップＳ１１＞
　まず、ステップＳ１１において、制御部１１は、前記第１切替条件を充足したか否かを
判断する。
【００５６】
　ここで、制御部１１は、前記第１切替条件を充足したと判断すると（Ｓ１１のＹｅｓ側
）、処理をステップＳ１２に移行させる。また、前記第１切替条件を充足していなければ
（Ｓ１１のＮｏ側）、制御部１１は、ステップＳ１１で前記第１切替条件の充足を待ち受
ける。
【００５７】
＜ステップＳ１２＞
　ステップＳ１２において、制御部１１は、画像処理装置１０Ａの動作モードを前記通常
モードから前記省電力モードに切り替える。具体的に、制御部１１は、制御部１１及び記
憶部１８に対する給電を継続させ、人検出部１７Ａに対する給電を再開させ、その他の構
成に対する給電を停止させる。
【００５８】
＜ステップＳ１３＞
　ステップＳ１３において、制御部１１は、前記第２切替条件を充足したか否かを判断す
る。
【００５９】
　ここで、制御部１１は、前記第２切替条件を充足したと判断すると（Ｓ１３のＹｅｓ側
）、処理をステップＳ１４に移行させる。また、前記第２切替条件を充足していなければ
（Ｓ１３のＮｏ側）、制御部１１は、ステップＳ１３で前記第２切替条件の充足を待ち受
ける。
【００６０】
＜ステップＳ１４＞
　ステップＳ１４において、制御部１１は、画像処理装置１０Ａの動作モードを前記省電
力モードから前記通常モードに切り替える。具体的に、制御部１１は、制御部１１及び記
憶部１８に対する給電を継続させ、人検出部１７Ａに対する給電を停止させ、その他の構
成に対する給電を再開させる。前記通常モードにおいて当該通常モード時に使用されない
人検出部１７Ａに対する給電を停止させることで、画像処理装置１０Ａにおける消費電力
を低減することが可能である。
【００６１】
［第１検出範囲変更処理］
　次に、図３を参照しつつ、画像処理装置１０Ａの制御部１１により実行される第１検出
範囲変更処理の手順の一例について説明する。
【００６２】
＜ステップＳ２１＞
　まず、ステップＳ２１において、制御部１１は、前記カウント条件を充足したか否かを
判断する。
【００６３】
　ここで、制御部１１は、前記カウント条件を充足したと判断すると（Ｓ２１のＹｅｓ側
）、処理をステップＳ２２に移行させる。また、前記カウント条件を充足していなければ
（Ｓ２１のＮｏ側）、制御部１１は、ステップＳ２１で前記カウント条件の充足を待ち受
ける。
【００６４】
＜ステップＳ２２＞
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　ステップＳ２２において、制御部１１は、後述する第１カウント処理を実行する。
【００６５】
＜ステップＳ２３＞
　ステップＳ２３において、制御部１１は、前記カウント条件の充足時から前記カウント
時間が経過したか否かを判断する。
【００６６】
　ここで、制御部１１は、前記カウント条件の充足時から前記カウント時間が経過したと
判断すると（Ｓ２３のＹｅｓ側）、処理をステップＳ２４に移行させる。また、前記カウ
ント条件の充足時から前記カウント時間が経過していなければ（Ｓ２３のＮｏ側）、制御
部１１は、ステップＳ２３で前記カウント時間の経過を待ち受ける。
【００６７】
＜ステップＳ２４＞
　ステップＳ２４において、制御部１１は、前記第１カウント処理を終了させる。
【００６８】
［第１カウント処理］
　ここで、図４を参照しつつ、前記第１検出範囲変更処理のステップＳ２２で処理が開始
される第１カウント処理の手順の一例について説明する。なお、前記第１検出範囲変更処
理のステップＳ２５以降の処理の説明は、前記第１カウント処理の説明の終了後に行う。
【００６９】
＜ステップＳ３１＞
　まず、ステップＳ３１において、制御部１１は、画像処理装置１０Ａの動作モードが前
記省電力モードであるか否かを判断する。
【００７０】
　ここで、制御部１１は、動作モードが前記省電力モードであると判断すると（Ｓ３１の
Ｙｅｓ側）、処理をステップＳ３２に移行させる。また、動作モードが前記省電力モード
でなければ（Ｓ３１のＮｏ側）、制御部１１は、ステップＳ３１で動作モードが前記省電
力モードになるのを待ち受ける。
【００７１】
＜ステップＳ３２＞
　ステップＳ３２において、制御部１１は、人検出部１７Ａによって人が検出されたか否
かを判断する。
【００７２】
　ここで、制御部１１は、人検出部１７Ａによって人が検出されたと判断すると（Ｓ３２
のＹｅｓ側）、処理をステップＳ３４に移行させる。また、人検出部１７Ａによって人が
検出されていなければ（Ｓ３２のＮｏ側）、制御部１１は、処理をステップＳ３３に移行
させる。
【００７３】
＜ステップＳ３３＞
　ステップＳ３３において、制御部１１は、前記第２切替条件に含まれる複数の条件のう
ち、人検出部１７Ａにより人が検出されることを除く条件を充足したか否かを判断する。
換言すると、制御部１１は、外部の装置から印刷ジョブの実行指示を受信したか否かを判
断する。
【００７４】
　ここで、制御部１１は、外部の装置から印刷ジョブの実行指示を受信したと判断すると
（Ｓ３３のＹｅｓ側）、処理をステップＳ３１に移行させる。また、外部の装置から印刷
ジョブの実行指示を受信していなければ（Ｓ３３のＮｏ側）、制御部１１は、処理をステ
ップＳ３２に移行させる。
【００７５】
＜ステップＳ３４＞
　ステップＳ３４において、制御部１１は、ステップＳ３２における人の検出をカウント



(11) JP 2020-199652 A 2020.12.17

10

20

30

40

50

する。ここで、ステップＳ３４の処理は、制御部１１のカウント処理部１１２により実行
される。
【００７６】
　例えば、制御部１１は、前記第１カウント処理の開始時に、制御部１１のＲＡＭ１１Ｃ
にカウント値の格納に用いられる記憶領域を確保し、当該記憶領域に初期値である０を格
納する。そして、制御部１１は、ステップＳ３４の処理が実行されるごとに、当該記憶領
域に格納されている値をカウントアップする。
【００７７】
　ここで、ステップＳ３２において人が検出されたことにより、画像処理装置１０Ａの動
作モードは前記省電力モードから前記通常モードに切り替えられる。
【００７８】
＜ステップＳ３５＞
　ステップＳ３５において、制御部１１は、ステップＳ３２において検出された人が画像
処理装置１０Ａのユーザーであるか否かを判定する判定処理を実行する。ここで、ステッ
プＳ３５の処理は、制御部１１の判定処理部１１３により実行される。
【００７９】
　具体的に、制御部１１は、ステップＳ３２において人が検出されたことに起因する動作
モードの切り替え時から前記判定時間が経過するまでの間に操作表示部１６が操作された
場合は、当該人が画像処理装置１０Ａのユーザーであると判定する。また、制御部１１は
、当該動作モードの切り替え時から前記判定時間が経過するまでの間に操作表示部１６が
操作されない場合は、当該人が画像処理装置１０Ａのユーザーではないと判定する。そし
て、制御部１１は、判定結果を記憶部１８に格納する。
【００８０】
　なお、画像処理装置１０Ａにおいて、前記特定期間の間だけ、動作モードに関わらず人
検出部１７Ａに対して電力が供給されてもよい。この場合、ステップＳ３１及びステップ
Ｓ３３の処理は省略されてよい。
【００８１】
　以上で、前記第１カウント処理の説明を終了して、前記第１検出範囲変更処理の説明を
再開する。
【００８２】
＜ステップＳ２５＞
　ステップＳ２５において、制御部１１は、前記第１カウント処理によって取得されたカ
ウント値が前記閾値を超えるか否かを判断する。
【００８３】
　ここで、制御部１１は、前記第１カウント処理によって取得されたカウント値が前記閾
値を超えると判断すると（Ｓ２５のＹｅｓ側）、処理をステップＳ２６に移行させる。ま
た、前記第１カウント処理によって取得されるカウント値が前記閾値以下であれば（Ｓ２
５のＮｏ側）、制御部１１は、処理をステップＳ２８に移行させる。
【００８４】
＜ステップＳ２６＞
　ステップＳ２６において、制御部１１は、前記第１カウント処理によって取得されたカ
ウント値における当該第１カウント処理のステップＳ３５でユーザーであると判定された
回数の占める割合が前記第１基準値未満であるか否かを判断する。
【００８５】
　ここで、制御部１１は、前記第１カウント処理によって取得されたカウント値における
ユーザーである旨の判定回数の占める割合が前記第１基準値未満であると判断すると（Ｓ
２６のＹｅｓ側）、処理をステップＳ２７に移行させる。また、前記第１カウント処理に
よって取得されたカウント値におけるユーザーである旨の判定回数の占める割合が前記第
１基準値以上であれば（Ｓ２６のＮｏ側）、制御部１１は、処理をステップＳ２１に移行
させる。
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【００８６】
＜ステップＳ２７＞
　ステップＳ２７において、制御部１１は、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズ
を縮小する。なお、制御部１１は、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズが最小で
ある場合は、当該検出範囲のサイズを変更しなくてよい。
【００８７】
＜ステップＳ２８＞
　ステップＳ２８において、制御部１１は、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズ
を拡張する。なお、制御部１１は、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズが最大で
ある場合は、当該検出範囲のサイズを変更しなくてよい。ここで、ステップＳ２７及びス
テップＳ２８の処理は、制御部１１の第１変更処理部１１４により実行される。
【００８８】
　このように、画像処理装置１０Ａは、人検出部１７Ａによる前記特定期間における人の
検出回数が前記閾値を超える場合、即ち画像処理装置１０Ａの近傍における人の移動が多
い場合に、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを縮小することが可能である。こ
れにより、ユーザーの誤検出の回数を減らすことが可能である。従って、無駄な前記省電
力モードから前記通常モードへの切り替えを抑制することが可能である。
【００８９】
　ここで、画像処理装置１０Ａでは、人検出部１７Ａによる前記特定期間における人の検
出回数が前記閾値を超える場合において、当該検出回数におけるユーザーの検出回数の占
める割合が前記第１基準値未満であるか否かに応じて、人検出部１７Ａによる人の検出範
囲のサイズの縮小の有無が切り替えられる。これにより、ユーザーの誤検出が少ない場合
にまで人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズが縮小されることを回避することが可
能である。
【００９０】
　また、画像処理装置１０Ａは、人検出部１７Ａによる前記特定期間における人の検出回
数が前記閾値以下である場合、即ち画像処理装置１０Ａの近傍における人の移動が少ない
場合に、人検出部１７Ａによる人の検出範囲のサイズを拡張可能である。これにより、ユ
ーザーが画像処理装置１０Ａへ向けて移動している場合に、より速いタイミングで当該ユ
ーザーを検出することが可能となり、当該ユーザーが画像処理装置１０Ａの動作モードの
切り替わりを待つ時間を短縮又は無くすことが可能である。
【００９１】
［第２実施形態］
　次に、図５を参照しつつ、本発明の第２実施形態に係る画像処理装置１０Ｂの構成につ
いて説明する。
【００９２】
　画像処理装置１０Ｂは、人検出部１７Ａに替えて人検出部１７Ｂを備える点、及び制御
部１１の構成が異なる点を除けば、画像処理装置１０Ａと同じ構成を備える。ここに、画
像処理装置１０Ｂが、本発明における情報処理装置の他の一例である。
【００９３】
　人検出部１７Ｂは、画像処理装置１０Ｂの近傍に存在する人を検出することが可能であ
る。また、人検出部１７Ｂは、画像処理装置１０Ｂから当該人までの距離を検出可能であ
る。具体的に、人検出部１７Ｂは、被写体の画像データを取得可能なカメラを含む。
【００９４】
　例えば、人検出部１７Ｂは、画像処理装置１０Ｂの筐体上部において、前記カメラのレ
ンズが画像処理装置１０Ｂの前方側を向く姿勢で設けられる。人検出部１７Ｂは、前記カ
メラの撮影範囲内で、画像処理装置１０Ｂの前方側に存在する人及び画像処理装置１０Ｂ
から当該人までの距離を検出することが可能である。また、前記カメラは、レンズの向き
を上下方向に回動させることで、撮影範囲を２段階で切り替え可能である。具体的に、前
記カメラは、撮影範囲を画像処理装置１０Ｂから予め定められた第１距離までに存在する
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被写体を撮影可能な第１範囲、及び画像処理装置１０Ｂから前記第１距離よりも長い第２
距離までに存在する被写体を撮影可能な第２範囲の間で切り替え可能である。ここで、前
記カメラのレンズの向きによって規定される前記カメラによる撮影範囲が、本発明におけ
る予め定められた検出範囲の他の一例である。また、前記カメラのレンズが最も上を向い
た状態における前記カメラの撮影範囲のサイズを上限とし、前記カメラのレンズが最も下
を向いた状態における前記カメラの撮影範囲のサイズを下限とする範囲が、本発明におけ
る予め定められたサイズ範囲の他の一例である。
【００９５】
　人検出部１７Ｂによって撮影された画像データは、制御部１１に入力される。制御部１
１は、人検出部１７Ｂから入力される画像データに基づいて、人検出部１７Ｂによる撮影
範囲内に人が存在するか否か、及び画像処理装置１０Ｂと当該人との離間距離を判断する
。例えば、制御部１１は、人検出部１７Ｂにより検出された人が画像処理装置１０Ｂに最
も接近したタイミングで人検出部１７Ｂにより撮影される画像データに基づいて、画像処
理装置１０Ｂと当該人との離間距離を判断する。
【００９６】
　なお、前記カメラにおける撮影範囲の切り替え段数は３以上であってもよい。また、人
検出部１７Ｂは、画像処理装置１０Ｂにおいて前記筐体上部とは異なる位置に設けられて
もよい。また、人検出部１７Ｂは、画像処理装置１０Ｂが設置された空間の天井などに設
けられていてもよい。この場合、人検出部１７Ｂは、有線又は無線によって制御部１１と
通信可能に接続されていればよい。また、人検出部１７Ｂは、前記カメラのレンズが画像
処理装置１０Ｂの左方側、右方側、又は後方側の空間を向く姿勢で設けられてもよい。
【００９７】
　画像処理装置１０ＢのＲＯＭ１１Ｂには、制御部１１のＣＰＵ１１Ａに第２動作モード
制御処理（図６のフローチャート参照）、及び第２検出範囲変更処理（図７のフローチャ
ート参照）を実行させるための第２検出範囲変更プログラムが予め記憶されている。なお
、前記第２検出範囲変更プログラムは、ＣＤ、ＤＶＤ、フラッシュメモリーなどのコンピ
ューター読み取り可能な記録媒体に記録されており、前記記録媒体から読み取られて記憶
部１８にインストールされてもよい。
【００９８】
　そして、制御部１１は、図５に示されるように、第２切替処理部１１５、カウント処理
部１１２、設定処理部１１６、及び第２変更処理部１１７を含む。具体的に、制御部１１
は、ＣＰＵ１１Ａを用いてＲＯＭ１１Ｂに記憶されている前記第２検出範囲変更プログラ
ムを実行する。これにより、制御部１１は、第２切替処理部１１５、カウント処理部１１
２、設定処理部１１６、及び第２変更処理部１１７として機能する。ここに、第２切替処
理部１１５、及び第２変更処理部１１７が、本発明における切替処理部、及び変更処理部
の他の一例である。なお、カウント処理部１１２の構成は、画像処理装置１０Ａと同様で
あるため、その説明を省略する。
【００９９】
　第２切替処理部１１５は、画像処理装置１０Ｂの動作モードを前記通常モードと前記省
電力モードとの間で切り替え可能である。
【０１００】
　具体的に、第２切替処理部１１５は、前記第１切替条件を充足する場合に、自装置の動
作モードを前記通常モードから前記省電力モードに切り替える。なお、前記第１切替条件
は、画像処理装置１０Ｂにおいて無操作状態が前記待機時間を超えて継続すること、及び
操作表示部１６において予め定められた操作が行われることのいずれかの条件を満たすこ
とである。
【０１０１】
　また、第２切替処理部１１５は、前記第２切替条件を充足する場合に、自装置の動作モ
ードを前記省電力モードから前記通常モードに切り替える。なお、前記第２切替条件は、
人検出部１７Ｂにより人が検出されること、及び外部の装置から印刷ジョブの実行指示を
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受信することのいずれかの条件を満たすことである。
【０１０２】
　ここで、画像処理装置１０Ｂでは、動作モードが前記通常モードである場合に、画像処
理装置１０Ｂの構成要素のうち、人検出部１７Ｂを含む構成要素に対して電力が供給され
る。また、画像処理装置１０Ｂでは、動作モードが前記省電力モードである場合に、画像
処理装置１０Ｂの構成要素のうち、制御部１１、人検出部１７Ｂ、及び記憶部１８に対し
て電力が供給され、その他の構成要素に対して電力の供給が停止される。即ち、画像処理
装置１０Ｂでは、動作モードに関わらず、人検出部１７Ｂに対して電力が供給される。そ
のため、カウント処理部１１２によるカウント値は、第１実施形態とは異なり、前記特定
期間における人検出部１７Ｂによる人の検出に起因する前記省電力モードから前記通常モ
ードへの切り替え回数とは異なる値になる。
【０１０３】
　第２切替処理部１１５は、前記第１切替条件を充足したと判断した場合に、制御部１１
、人検出部１７Ｂ、及び記憶部１８に対する給電を継続させ、その他の構成に対する給電
を停止させる。また、第２切替処理部１１５は、前記第２切替条件を充足したと判断した
場合に、制御部１１、人検出部１７Ｂ、及び記憶部１８に対する給電を継続させ、その他
の構成に対する給電を再開させる。
【０１０４】
　設定処理部１１６は、前記特定期間の間、人検出部１７Ｂによる人の検出範囲のサイズ
を、変更可能なサイズ範囲における最大サイズに設定する。
【０１０５】
　例えば、設定処理部１１６は、人検出部１７Ｂの前記カメラによる撮影範囲を前記第２
範囲に設定する。
【０１０６】
　第２変更処理部１１７は、カウント処理部１１２によるカウント値が前記閾値を超える
場合に、人検出部１７Ｂによる人の検出範囲のサイズを縮小させることが可能である。
【０１０７】
　具体的に、第２変更処理部１１７は、カウント処理部１１２によるカウント値が前記閾
値を超える場合において、当該カウント値における画像処理装置１０Ｂからの離間距離が
予め定められた特定距離を超える人の検出回数の占める割合が予め定められた第２基準値
以上である場合は、人検出部１７Ｂによる人の検出範囲のサイズを縮小する。換言すると
、第２変更処理部１１７は、前記特定期間において人検出部１７Ｂにより検出された人の
数に対する、当該特定期間において人検出部１７Ｂにより検出された画像処理装置１０Ｂ
からの離間距離が前記特定距離を超える人の割合が前記第２基準値以上である場合は、人
検出部１７Ｂによる人の検出範囲のサイズを縮小する。
【０１０８】
　一方、第２変更処理部１１７は、カウント処理部１１２によるカウント値が前記閾値を
超える場合において、当該カウント値における画像処理装置１０Ｂからの離間距離が前記
特定距離を超える人の検出回数の占める割合が前記第２基準値未満である場合は、人検出
部１７Ｂによる人の検出範囲のサイズを変更しない。
【０１０９】
　例えば、前記特定距離は３メートルである。また、前記第２基準値は３０パーセントで
ある。なお、前記特定距離及び前記第２基準値は、操作表示部１６における操作によって
任意に設定されてよい。
【０１１０】
　具体的に、第２変更処理部１１７は、人検出部１７Ｂの前記カメラにおけるレンズの向
きを回動させることで、人検出部１７Ｂによる人の検出範囲のサイズを縮小する。
【０１１１】
［第２動作モード制御処理］
　以下、図６を参照しつつ、画像処理装置１０Ｂにおいて制御部１１により実行される第
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２動作モード制御処理の手順の一例について説明する。なお、前記第２動作モード制御処
理は、制御部１１の第２切替処理部１１５により実行される。
【０１１２】
　前記第２動作モード制御処理は、ステップＳ１２に替えてステップＳ４１の処理が実行
される点、及びステップＳ１４に替えてステップＳ４２の処理が実行される点を除けば、
前記第１動作モード制御処理と同様である。以下、前記第１動作モード制御処理とは異な
る部分についてのみ説明する。
【０１１３】
＜ステップＳ４１＞
　ステップＳ４１において、制御部１１は、画像処理装置１０Ｂの動作モードを前記通常
モードから前記省電力モードに切り替える。具体的に、制御部１１は、制御部１１、人検
出部１７Ｂ、及び記憶部１８に対する給電を継続させ、その他の構成に対する給電を停止
させる。
【０１１４】
＜ステップＳ４２＞
　ステップＳ４２において、制御部１１は、画像処理装置１０Ｂの動作モードを前記省電
力モードから前記通常モードに切り替える。具体的に、制御部１１は、制御部１１、人検
出部１７Ｂ、及び記憶部１８に対する給電を継続させ、その他の構成に対する給電を再開
させる。
【０１１５】
［第２検出範囲変更処理］
　次に、図７を参照しつつ、画像処理装置１０Ｂの制御部１１により実行される第２検出
範囲変更処理の手順の一例について説明する。
【０１１６】
　前記第２検出範囲変更処理は、ステップＳ２２に替えてステップＳ５１及びステップＳ
５２の処理が実行される点、ステップＳ２４に替えてステップＳ５３の処理が実行される
点、及びステップＳ２６に替えてステップＳ５４の処理が実行される点を除けば、前記第
１検出範囲変更処理と同様である。以下、前記第１検出範囲変更処理とは異なる部分につ
いてのみ説明する。
【０１１７】
＜ステップＳ５１＞
　ステップＳ５１において、制御部１１は、人検出部１７Ｂによる人の検出範囲のサイズ
を、変更可能なサイズ範囲における最大サイズに設定する。ここで、ステップＳ５１の処
理は、制御部１１の設定処理部１１６により実行される。
【０１１８】
＜ステップＳ５２＞
　ステップＳ５２において、制御部１１は、後述する第２カウント処理を実行する。
【０１１９】
＜ステップＳ５３＞
　ステップＳ５３において、制御部１１は、前記第２カウント処理を終了させる。
【０１２０】
＜ステップＳ５４＞
　ステップＳ５４において、制御部１１は、前記第２カウント処理によって取得されたカ
ウント値における、画像処理装置１０Ｂからの離間距離が前記特定距離を超える人の検出
回数の占める割合が前記第２基準値以上であるか否かを判断する。
【０１２１】
　ここで、制御部１１は、前記第２カウント処理によって取得されたカウント値における
画像処理装置１０Ｂからの離間距離が前記特定距離を超える人の検出回数の占める割合が
前記第２基準値以上であると判断すると（Ｓ５４のＹｅｓ側）、処理をステップＳ２７に
移行させる。また、前記第２カウント処理によって取得されたカウント値における画像処
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理装置１０Ｂからの離間距離が前記特定距離を超える人の検出回数の占める割合が前記第
２基準値未満であれば（Ｓ５４のＮｏ側）、制御部１１は、処理をステップＳ２１に移行
させる。
【０１２２】
［第２カウント処理］
　次に、図８を参照しつつ、前記第２検出範囲変更処理のステップＳ５２で処理が開始さ
れる第２カウント処理の手順の一例について説明する。
【０１２３】
　前記第２カウント処理は、ステップＳ３１～ステップＳ３３の処理に替えてステップＳ
６１の処理が実行される点、及びステップＳ３５に替えてステップＳ６２の処理が実行さ
れる点を除けば、前記第１カウント処理と同様である。以下、前記第１カウント処理とは
異なる部分についてのみ説明する。
【０１２４】
＜ステップＳ６１＞
　ステップＳ６１において、制御部１１は、人検出部１７Ｂによって人が検出されたか否
かを判断する。具体的に、制御部１１は、人検出部１７Ｂから入力される画像データに人
の撮影画像が含まれる場合に、人検出部１７Ｂによって人が検出されたと判断する。
【０１２５】
　ここで、制御部１１は、人検出部１７Ｂによって人が検出されたと判断すると（Ｓ６１
のＹｅｓ側）、処理をステップＳ３４に移行させる。また、人検出部１７Ｂによって人が
検出されていなければ（Ｓ６１のＮｏ側）、制御部１１は、ステップＳ６１で人検出部１
７Ｂによって人が検出されるのを待ち受ける。
【０１２６】
＜ステップＳ６２＞
　ステップＳ６２において、制御部１１は、ステップＳ６１で検出された人と画像処理装
置１０Ｂとの離間距離を取得する。
【０１２７】
　具体的に、制御部１１は、人検出部１７Ｂから入力される画像データに基づいて、ステ
ップＳ６１で検出された人と画像処理装置１０Ｂとの離間距離を取得する。例えば、制御
部１１は、人検出部１７Ｂにより検出された人が画像処理装置１０Ｂに最も接近したタイ
ミングで人検出部１７Ｂにより撮影される画像データに基づいて、画像処理装置１０Ｂと
当該人との離間距離を判断する。そして、制御部１１は、取得された離間距離を示すデー
タを記憶部１８に格納する。この離間距離を示すデータは、前記第２検出範囲変更処理の
ステップＳ５４で用いられる。
【０１２８】
　このように、画像処理装置１０Ｂでは、人検出部１７Ｂによる前記特定期間における人
の検出回数が前記閾値を超える場合において、当該検出回数における自装置からの離間距
離が前記特定距離を超える人の検出回数の占める割合が前記第２基準値以上であるか否か
に応じて、人検出部１７Ｂによる人の検出範囲のサイズの縮小の有無が切り替えられる。
これにより、画像処理装置１０Ｂの近傍における人の移動が多い場合であっても、人検出
部１７Ｂによって検出される人の多くが画像処理装置１０Ｂの傍まで近づいている、即ち
画像処理装置１０Ｂのユーザーであると推測される場合にまで、人検出部１７Ｂによる人
の検出範囲のサイズが縮小されることを回避することが可能である。
【符号の説明】
【０１２９】
１０Ａ　画像処理装置
１１　　制御部
１２　　ＡＤＦ
１３　　画像読取部
１４　　画像形成部
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１５　　給紙部
１６　　操作表示部
１７Ａ　人検出部
１８　　記憶部
１１１　第１切替処理部
１１２　カウント処理部
１１３　判定処理部
１１４　第１変更処理部
１１５　第２切替処理部
１１６　設定処理部
１１７　第２変更処理部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(19) JP 2020-199652 A 2020.12.17

【図７】 【図８】



(20) JP 2020-199652 A 2020.12.17

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 5C062 AA05  AB17  AB20  AB23  AB40  AB49  AC58  AE15  AF12 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

